
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 24 号

平成 18 年

3 月28日（火曜日）

告
　
　
示

○
指
定
管
理
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
事
・
行
革
課
）

一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
（
二
件
）

（
障
害
福
祉
課
）

三

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

四

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

五

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
県
道
の
路
線
の
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
路
線
の
廃
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
道
路
の
区
域
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

七

○
道
路
の
区
域
変
更
（
七
件
）

（

〃
　
　
）

公
　
　
告

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

一
〇

教
育
委
員
会
告
示

○
指
定
管
理
者
の
指
定

公
安
委
員
会
規
則

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

一
一

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

一
七

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

一
八

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び

公
の
施
設
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
定
の
期
間

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

県
民
い
こ
い
の
森
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
し
お
の
え
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

野
営
場
　
　
　
　
　
高
松
市
塩
江
町
安
原
下
第
二
号
一
六
四
五
番
地
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

大
川
山
野
営
場
　
　
財
団
法
人
こ
と
な
み
振
興
公
社
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
川
東
二
三
五
五
番
地
一
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

ド
ン
グ
リ
ラ
ン
ド
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
ん
ぐ
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

高
松
市
太
田
下
町
一
三
六
四
番
地
六
　
　
　
　
　
日
ま
で

香
川
県
満
濃
池
森
　
香
川
県
森
林
組
合
連
合
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

林
公
園
　
　
　
　
　
高
松
市
中
野
町
二
三
番
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

香
川
県
社
会
福
祉
　
財
団
法
人
か
が
わ
健
康
福
祉
機
構
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

総
合
セ
ン
タ
ー
　
　
高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇
番
三
五
号
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

香
川
県
立
大
川
圏
　
財
団
法
人
さ
ぬ
き
市
施
設
管
理
公
社
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

域
健
康
生
き
が
い
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
神
前
二
二
番
地
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

中
核
施
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

二

香
川
県
立
坂
出
・
　
財
団
法
人
宇
多
津
町
振
興
財
団
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

宇
多
津
圏
域
健
康
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
六
番
丁
八
八
番
地
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

生
き
が
い
中
核
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

設香
川
県
立
三
豊
圏
　
三
豊
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

域
健
康
生
き
が
い
　
三
豊
市
豊
中
町
本
山
甲
二
〇
一
番
地
一
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

中
核
施
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

香
川
県
立
小
豆
圏
　
財
団
法
人
内
海
町
オ
リ
ー
ブ
公
園
振
興
公
社
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

域
健
康
生
き
が
い
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
西
村
甲
一
九
四
一
番
地
一
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

中
核
施
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

香
川
県
立
高
松
圏
　
財
団
法
人
三
木
町
健
康
生
き
が
い
財
団
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

域
健
康
生
き
が
い
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
二
九
四
〇
番
地
一
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

中
核
施
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

香
川
県
視
覚
障
害
　
財
団
法
人
香
川
県
視
覚
障
害
者
福
祉
協
会
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

者
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
高
松
市
番
町
一
丁
目
一
〇
番
三
五
号
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

香
川
県
身
体
障
害
　
社
会
福
祉
法
人
清
水
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

者
療
護
施
設
た
ま
　
坂
出
市
西
庄
町
一
六
三
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一

も
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

香
川
県
聴
覚
障
害
　
社
団
法
人
香
川
県
ろ
う
あ
協
会
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

者
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
高
松
市
太
田
上
町
四
〇
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

香
川
県
ふ
じ
み
園
、
社
会
福
祉
法
人
香
川
県
社
会
福
祉
事
業
団
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

香
川
県
ふ
じ
み
園
　
丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
三
六
六
七
番
地
　
　
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一

福
祉
ホ
ー
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

香
川
県
身
体
障
害
　
社
会
福
祉
法
人
香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
　
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
事
業
団
　
　
　
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
　
高
松
市
田
村
町
一
一
一
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

タ
ー

女
木
島
野
営
場
　
　
丸
高
建
設
株
式
会
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

高
松
市
宮
脇
町
一
丁
目
五
番
一
七
号
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

坂
出
緩
衝
緑
地
（

五
栄
海
陸
興
業
株
式
会
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

番
の
州
球
場
を
除
　
坂
出
市
番
の
州
町
七
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

く
。
）

日
ま
で

坂
出
緩
衝
緑
地
（

坂
出
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

番
の
州
球
場
）

坂
出
市
室
町
二
丁
目
三
番
五
号
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

国
際
会
議
場
、
展
　
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
開
発
株
式
会
社
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

示
場
、
産
業
振
興
　
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
二
番
一
号
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

セ
ン
タ
ー
、
観
光
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

情
報
セ
ン
タ
ー
、

多
目
的
広
場
、
駐

車
場
、
大
型
テ
ン

ト
広
場
、
ア
ー
ト

広
場
、
玉
藻
地
区

ハ
ー
バ
ー
プ
ロ
ム

ナ
ー
ド
第
一
駐
車

場
、
港
湾
緑
地
第

二
駐
車
場
、
港
湾

緑
地
第
三
駐
車
場

香
川
県
オ
リ
ー
ブ
　
財
団
法
人
内
海
町
オ
リ
ー
ブ
公
園
振
興
公
社
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

公
園
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
西
村
甲
一
九
四
一
番
地
一
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

土
器
川
公
園
　
　
　
丸
亀
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

さ
ぬ
き
空
港
公
園
　
高
松
市
造
園
事
業
協
同
組
合
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

高
松
市
鬼
無
町
鬼
無
七
四
一
番
地
一
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

香
川
県
営
住
宅
及
　
香
川
県
建
築
設
計
協
同
組
合
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら

び
共
同
施
設
（
直
　
高
松
市
磨
屋
町
六
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

島
団
地
を
除
く
。
）

日
ま
で

香
川
県
営
住
宅
及
　
直
島
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

び
共
同
施
設
（
直
　
香
川
郡
直
島
町
一
一
二
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

島
団
地
）

日
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

三

三
七
〇
〇
〇
一
　
小
豆
島
町
介
護
サ
ー
　
小
豆
島
町
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
四
一
　
ビ
ス
い
け
だ
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
　
三
月
二
十
一
　
介
護

一
七
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
甲
二
　
田
甲
二
一
〇
〇
番
地
　
日
　
　
　

〇
七
一
番
地
二
　
　
　
四

三
七
〇
〇
〇
一
　
綾
川
町
社
会
福
祉
協
　
社
会
福
祉
法
人
綾
川
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
五
一
　
議
会
居
宅
介
護
事
業
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
一
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
　
日
　
　

綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
　
二
七
六
番
地

二
七
六
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
社
会
福
祉
法
人
満
濃
　
社
会
福
祉
法
人
満
濃
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
〇
一
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
十
九
日
　
介
護

一
九
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
四
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
四
　

條
七
三
四
番
地
一
　
　
條
七
三
四
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
琴
南
町
ホ
ー
ム
ヘ
ル
　
琴
南
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
三
一
一
　
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
仲
多
度
郡
琴
南
町
造
　
三
月
十
九
日
　
介
護

一
六
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
琴
南
町
造
　
田
一
九
七
四
―
一

田
一
九
七
四
―
一
　
　

三
七
〇
〇
〇
一
　
社
会
福
祉
法
人
仲
南
　
社
会
福
祉
法
人
仲
南
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅
　
　
　

一
〇
〇
三
六
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
十
九
日
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
大

十
郷
字
生
間
四
一
五
　
十
郷
字
生
間
四
一
五

番
地
五
　
　
　
　
　
　
番
地
五

三
七
〇
〇
〇
一
　
池
田
町
訪
問
介
護
サ
　
池
田
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
〇
六
一
　
―
ビ
ス
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
　
三
月
二
十
日
　
介
護

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
ど
き
介
護
ス
テ
ー
シ
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
〇
一
　
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
三
月
十
六
日
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四

丁
目
二
四
四
番
地
　
　
丁
目
二
四
四
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
ま
ん
の
う
町
社
会
福
　
社
会
福
祉
法
人
ま
ん
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
二
一
　
祉
協
議
会
居
宅
支
援
　
の
う
町
社
会
福
祉
協
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
一
　
　
　
　
　
事
業
所
　
　
　
　
　
　
議
会
　
　
　
　
　
　
　

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
　
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
　

町
四
條
七
三
四
番
地
　
町
四
條
七
三
四
番
地

一
　
　
　
　
　
　
　
　
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
小
豆
島
介
護
サ
ー
ビ
　
小
豆
島
町
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
三
一
　
ス
う
ち
の
み
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
　
三
月
二
十
一
　
介
護

一
九
　
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
片
　
田
甲
二
一
〇
〇
番
地
　
日
　
　
　
　
　
　

城
甲
四
四
番
地
九
五
　
四
　
　
　



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

四

一
八
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
　
池
田
二
一
〇
〇
番
地

池
田
二
一
〇
〇
番
地
　
四

四

三
七
〇
〇
〇
一
　
内
海
町
ヘ
ル
パ
ー
ス
　
内
海
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
二
一
一
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
安
田
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
七
　
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
片
城
　
甲
一
四
四
番
地
九
〇

甲
四
四
番
地
九
五

三
七
〇
〇
〇
一
　
社
会
福
祉
法
人
綾
上
　
社
会
福
祉
法
人
綾
上
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
二
八
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
二
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
　
綾
歌
郡
綾
上
町
東
分

下
三
三
五
二
番
地
一
　
甲
三
四
三
―
三

三
七
〇
〇
〇
一
　
社
会
福
祉
法
人
綾
南
　
社
会
福
祉
法
人
綾
南
　
平
成
十
八
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
四
一
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字

滝
宮
二
七
六
番
地
　
　
滝
宮
二
七
六
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
二
　
ど
き
介
護
ス
テ
ー
シ
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
〇
一
　
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
三
月
十
六
日
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四

丁
目
二
四
四
番
地
　
　
丁
目
二
四
四
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
二
　
ま
ん
の
う
町
社
会
福
　
社
会
福
祉
法
人
ま
ん
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
二
一
　
祉
協
議
会
居
宅
支
援
　
の
う
町
社
会
福
祉
協
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
〇
　
　
　
　
　
事
業
所
　
　
　
　
　
　
議
会
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
　
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
四
條
七
三
四
番
地
　
町
四
條
七
三
四
番
地

一
　
　
　
　
　
　
　
　
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
小
豆
島
介
護
サ
ー
ビ
　
小
豆
島
町
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
三
一
　
ス
う
ち
の
み
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
　
三
月
二
十
一
　
介
護

一
八
　
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
片
　
田
甲
二
一
〇
〇
番
地
　
日
　
　
　

城
甲
四
四
番
地
九
五
　
四

三
七
〇
〇
〇
二
　
小
豆
島
町
介
護
サ
ー
　
小
豆
島
町
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
四
一
　
ビ
ス
い
け
だ
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
　
三
月
二
十
一
　
介
護

一
六
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
甲
二
　
田
甲
二
一
〇
〇
番
地
　
日
　
　
　

〇
七
一
番
地
二
　
　
　
四

三
七
〇
〇
〇
二
　
綾
川
町
社
会
福
祉
協
　
社
会
福
祉
法
人
綾
川
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
四
五
一
　
議
会
居
宅
介
護
事
業
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
一
　
介
護

一
三
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
　
日
　
　
　

綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
　
二
七
六
番
地

二
七
六
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

五

三
七
〇
〇
〇
二
　
社
会
福
祉
法
人
満
濃
　
社
会
福
祉
法
人
満
濃
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
〇
一
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
十
九
日
　
介
護

一
八
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
四
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
四
　

條
七
三
四
番
地
一
　
　
條
七
三
四
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
琴
南
町
ホ
ー
ム
ヘ
ル
　
琴
南
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
三
一
一
　
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
仲
多
度
郡
琴
南
町
造
　
三
月
十
九
日
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
琴
南
町
造
　
田
一
九
七
四
―
一

田
一
九
七
四
―
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
社
会
福
祉
法
人
仲
南
　
社
会
福
祉
法
人
仲
南
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅
　
　
　

一
〇
〇
三
六
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
十
九
日
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
大

十
郷
字
生
間
四
一
五
　
十
郷
字
生
間
四
一
五

番
地
五
　
　
　
　
　
　
番
地
五

三
七
〇
〇
〇
二
　
池
田
町
訪
問
介
護
サ
　
池
田
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
〇
六
一
　
―
ビ
ス
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
七
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
　
池
田
二
一
〇
〇
番
地

池
田
二
一
〇
〇
番
地
　
四

四

三
七
〇
〇
〇
二
　
内
海
町
ヘ
ル
パ
ー
ス
　
内
海
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
二
一
一
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
安
田
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
六
　
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
片
城
　
甲
一
四
四
番
地
九
〇

甲
四
四
番
地
九
五

三
七
〇
〇
〇
二
　
社
会
福
祉
法
人
綾
上
　
社
会
福
祉
法
人
綾
上
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
二
八
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
一
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
　
綾
歌
郡
綾
上
町
東
分

下
三
三
五
二
番
地
一
　
甲
三
四
三
―
三

三
七
〇
〇
〇
二
　
社
会
福
祉
法
人
綾
南
　
社
会
福
祉
法
人
綾
南
　
平
成
十
八
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
四
一
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
日
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字

滝
宮
二
七
六
番
地
　
　
滝
宮
二
七
六
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
三
　
ど
き
介
護
ス
テ
ー
シ
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
四
〇
一
　
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
三
月
十
六
日

一
三
　
　
　
　
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四

丁
目
二
四
四
番
地
　
　
丁
目
二
四
四
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
三
　
ま
ん
の
う
町
社
会
福
　
社
会
福
祉
法
人
ま
ん
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
四
二
一
　
祉
協
議
会
居
宅
支
援
　
の
う
町
社
会
福
祉
協
　
三
月
二
十
日
　

一
九
　
　
　
　
　
事
業
所
　
　
　
　
　
　
議
会
　
　
　
　
　
　
　

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
　
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
四
條
七
三
四
番
地
　
町
四
條
七
三
四
番
地

一
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　

三
七
〇
〇
〇
三
　
小
豆
島
介
護
サ
ー
ビ
　
小
豆
島
町
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
四
三
一
　
ス
う
ち
の
み
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
　
三
月
二
十
一
　

一
七
　
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
片
　
田
甲
二
一
〇
〇
番
地
　
日
　
　
　

城
甲
四
四
番
地
九
五
　
四

三
七
〇
〇
〇
三
　
小
豆
島
町
介
護
サ
ー
　
小
豆
島
町
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
四
四
一
　
ビ
ス
い
け
だ
　
　
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
　
三
月
二
十
一
　

一
五
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
甲
二
　
田
甲
二
一
〇
〇
番
地
　
日
　
　

〇
七
一
番
地
二
　
　
　
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

六

三
七
〇
〇
〇
三
　
綾
川
町
社
会
福
祉
協
　
社
会
福
祉
法
人
綾
川
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
四
五
一
　
議
会
居
宅
介
護
事
業
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
一
　

一
二
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
　
日
　
　
　

綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
　
二
七
六
番
地

二
七
六
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
三
　
社
会
福
祉
法
人
満
濃
　
社
会
福
祉
法
人
満
濃
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
〇
一
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
十
九
日
　

一
七
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
四
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
四

條
七
三
四
番
地
一
　
　
條
七
三
四
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
三
　
琴
南
町
ホ
ー
ム
ヘ
ル
　
琴
南
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
三
一
一
　
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
仲
多
度
郡
琴
南
町
造
　
三
月
十
九
日
　

一
四
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
琴
南
町
造
　
田
一
九
七
四
―
一
　
　
　
　
　

田
一
九
七
四
―
一

三
七
〇
〇
〇
三
　
社
会
福
祉
法
人
仲
南
　
社
会
福
祉
法
人
仲
南
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護
　
　
　

一
〇
〇
三
六
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
十
九
日
　
　

一
三
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
大

十
郷
字
生
間
四
一
五
　
十
郷
字
生
間
四
一
五

番
地
五
　
　
　
　
　
　
番
地
五

三
七
〇
〇
〇
三
　
池
田
町
訪
問
介
護
サ
　
池
田
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
〇
六
一
　
―
ビ
ス
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
　
三
月
二
十
日
　
　

一
六
　
　
　
　
　
小
豆
郡
池
田
町
大
字
　
池
田
二
一
〇
〇
番
地

池
田
二
一
〇
〇
番
地
　
四

四

三
七
〇
〇
〇
三
　
内
海
町
ヘ
ル
パ
ー
ス
　
内
海
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
二
一
一
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
安
田
　
三
月
二
十
日
　
　

一
五
　
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
片
城
　
甲
一
四
四
番
地
九
〇

甲
四
四
番
地
九
五

三
七
〇
〇
〇
三
　
社
会
福
祉
法
人
綾
上
　
社
会
福
祉
法
人
綾
上
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
二
八
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
日
　
　

一
二
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
　
綾
歌
郡
綾
上
町
東
分

下
三
三
五
二
番
地
一
　
甲
三
四
三
―
三

三
七
〇
〇
〇
三
　
社
会
福
祉
法
人
綾
南
　
社
会
福
祉
法
人
綾
南
　
平
成
十
八
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
四
一
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
三
月
二
十
日
　

一
三
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字

滝
宮
二
七
六
番
地
　
　
滝
宮
二
七
六
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
の
路
線
を
次
の
よ
う

に
認
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四

月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

起
　
　
　
　
　
点

整
理
番
号
　
　
　
認
定
路
線
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
要
な
経
過
地

終
　
　
　
　
　
点

高
　
　
松
　
　
市
　
　
　

綾
　
川
　
町
　

二
百
八
十
二
　
　
　
　
高
松
琴
平
線
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
　
亀
　
市

琴
　
　
平
　
　
町
　
　
　

ま
ん
の
う
町

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
の
路
線
を
廃

止
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

七

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

起
　
　
　
　
　
点

整
理
番
号
　
　
　
認
定
路
線
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
要
な
経
過
地

終
　
　
　
　
　
点

高
　
　
松
　
　
市

二
百
七
十
六
　
　
　
　
高
松
綾
南
線

綾
　
　
川
　
　
町

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
決
定
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
琴
平
線
（
二
百
八
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

国
道
三
十
二

六
・
五

号
旧
道
移
管

〜
　
　
　
二
三
七
一
六

に
伴
う
区
域

六
○
・
〇

決
定

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
志
度
線
（
二
百
七
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
一
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
道
の
市
道

〇
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
八
　
　
　
　
　
　
　
移
管
に
よ
る

〜
　
　
　
　
　
二
二
七
　
不
用
物
件
化

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
一
六
　
　
　
　
　
　
　
七
・
一

五
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
一
二

三
番
二
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
・
一

〜
　
　
　
　
　
二
五
〇

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
一
二
　
　
　
　
　
　
二
六
・
六

九
番
五
地
先
ま
で

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
一
二

三
番
二
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
・
一

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
五
〇

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
一
二
　
　
　
　
　
　
二
六
・
六

九
番
五
地
先
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
志
度
線
（
二
百
七
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

高
松
市
勅
使
町
字
山
王
五
五
八
番
四
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
琴
平
町
大
字
榎
井
字
中
ノ
町
七
○
一
番

二
地
先
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

八

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

高
松
市
牟
礼
町
原
字
上
所
一
七
〇
九
番
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
道
の
市
道

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
八
　
　
　
　
　
　
　
移
管
に
よ
る

〜
　
　
　
　
　
一
四
五
　
不
用
物
件
化

高
松
市
牟
礼
町
原
字
上
所
一
七
三
三
番
　
　
　
　
　
　
　
九
・
六

一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前

高
松
市
牟
礼
町
原
字
上
所
一
七
〇
九
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
・
九

〜
　
　
　
　
　
一
三
七

高
松
市
牟
礼
町
原
字
中
山
田
一
七
七
一
　
　
　
　
　
　
二
九
・
一

番
一
地
先
ま
で

高
松
市
牟
礼
町
原
字
上
所
一
七
〇
九
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
・
九

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
三
七

高
松
市
牟
礼
町
原
字
中
山
田
一
七
七
一
　
　
　
　
　
　
二
九
・
一

番
一
地
先
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
八
栗
原
線
（
百
四
十
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
役
戸
二
三
八
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
道
の
市
道

番
七
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
・
八
　
　
　
　
　
　
　
移
管
に
よ
る

〜
　
　
　
　
一
三
四
五
　
不
用
物
件
化

高
松
市
牟
礼
町
牟
礼
字
下
窪
一
一
三
三
　
　
　
　
　
　
二
四
・
四

番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
役
戸
四
〇
六
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
・
〇

〜
　
　
　
　
　
七
二
五

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
川
東
一
三
七
二
　
　
　
　
　
　
一
六
・
〇

番
三
地
先
ま
で

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
役
戸
四
〇
六
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
七
二
五

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
川
東
一
三
七
二
　
　
　
　
　
　
一
六
・
〇

番
三
地
先
ま
で

香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
牟
礼
線
（
三
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
役
戸
一
二
六
番
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
道
の
市
道

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
四
　
　
　
　
　
　
　
移
管
に
よ
る

〜
　
　
　
　
一
〇
七
九
　
不
用
物
件
化

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
塩
屋
一
〇
三
七
　
　
　
　
　
　
一
四
・
九

番
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

九

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
役
戸
一
二
六
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
・
三

〜
　
　
　
　
一
三
二
〇

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
川
東
一
〇
三
六
　
　
　
　
　
　
四
〇
・
二

番
二
地
先
ま
で

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
役
戸
一
二
六
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
・
三

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
一
三
二
〇

高
松
市
牟
礼
町
大
町
字
川
東
一
〇
三
六
　
　
　
　
　
　
四
〇
・
二

番
二
地
先
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
三
木
牟
礼
線
（
三
十
八
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
九
　
　
　
　
　
　
　
旧
道
の
市
道

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
八
八
　
移
管
に
よ
る

二
三
・
三
　
　
　
　
　
　
　
不
用
物
件
化

一
〇
・
二

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
八
八

一
八
・
七

●
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
三
百
七
十
七
号

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
一

〜
　
　
　
　
　
五
一
七

前

二
九
・
〇

四
・
〇

〜
　
　
　
　
　
六
一
〇

一
四
・
〇

八
・
一

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
五
一
七

二
九
・
〇

●
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
塩
江
屋
島
西
線
（
三
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

東
か
が
わ
市
入
野
山
二
二
四
六
番
地
先

か
ら

東
か
が
わ
市
入
野
山
二
三
五
三
番
二
地

先
ま
で

平
成
十
六
年

香
川
県
告
示

七
百
八
十
五

号
で
設
置
し

た
迂
回
路
の

廃
止

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
三
四

八
番
一
地
先
か
ら

高
松
市
牟
礼
町
原
字
下
井
出
西
一
二
七

〇
番
一
地
先
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

一
〇

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
六

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
七
〇
〇

三
三
・
八

一
二
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
七
〇
〇

三
六
・
四

●
香
川
県
公
告
第
百
七
十
四
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飯
山
町

三
ノ
池
中
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
に
係
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
一
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
組
合
の
名
称

飯
山
町
三
ノ
池
中
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
業
施
行
期
間
（
変
更
後
）

平
成
十
二
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
〇
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
施
行
地
区

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
字
三
ノ
池
の
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

五
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
二
年
一
月
二
十
五
日

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

●
香
川
県
公
告
第
百
七
十
五
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飯
山
町

島
田
北
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
に
係
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
組
合
の
名
称

飯
山
町
島
田
北
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
業
施
行
期
間
（
変
更
後
）

平
成
十
三
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
施
行
地
区

丸
亀
市
飯
山
町
下
法
軍
寺
字
島
田
の
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

五
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
三
年
十
二
月
十
一
日

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

●
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
　
川
　
県
　
教
　
育
　
委
　
員
　
会

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び

公
の
施
設
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
定
の
期
間

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

高
松
市
前
田
東
町
字
山
下
六
三
四
番
五

地
先
か
ら

高
松
市
前
田
西
町
字
穂
村
一
一
番
九
地

先
ま
で

交
通
安
全
施

設
工
事
に
よ

る
自
転
車
歩

行
者
道
新
設

公

告

教
育
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

一
一

香
川
県
立
体
育
館
、
四
電
工
・
シ
ン
コ
ー
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

香
川
県
立
武
道
館
　
　
株
式
会
社
四
電
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

シ
ン
コ
ー
ス
ポ
ー
ツ
株
式
会
社
　
　
　
　
　
　
日
ま
で

高
松
市
松
島
町
一
丁
目
一
一
番
二
二
号

香
川
県
立
三
豊
体
　
三
豊
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興
事
務
組
合
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

育
館
　
　
　
　
　
　
観
音
寺
市
坂
本
町
一
丁
目
一
番
七
号
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

香
川
県
立
大
川
体
　
財
団
法
人
東
か
が
わ
市
ス
ポ
ー
ツ
財
団
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

育
館
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
帰
来
一
一
〇
一
番
地
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

香
川
県
県
民
ホ
ー
　
穴
吹
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
グ
ル
ー
プ
　
　
　
　
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
吹
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社
　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

有
限
会
社
香
川
環
境
文
化
研
究
所
　
　
　
　
　
日
ま
で

高
松
市
福
田
町
一
一
番
地
一

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委

員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
項
中
「
第
八
十
三
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
八
十
四
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
五
の

項
中

「

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
　
外
部
監
査
人
の
監
査
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
に
対

○
　
　
を

三
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
す
る
協
力

」

「

他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
派
遣
の
要
求
　
　
○

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七

他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
職
員
の
派
遣
の
要

第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

求
に
対
す
る
措
置

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
　
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
と
の
間
に
お
け
る
職
員
の
　
　
　
　
　
　
に

○

第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
派
遣
に
係
る
知
事
と
の
協
議

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
　
外
部
監
査
人
の
監
査
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
に
対

○

三
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
す
る
協
力

」

改
め
、
同
表
十
二
の
項
１
中

「

第
二
十
条
　
　
　
　
　
　
　
身
分
証
明
書
の
交
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
を
」

「

第
二
十
条
　
　
　
　
　
　
　
身
分
証
明
書
の
交
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

第
二
十
三
条
　
　
　
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
承
認
及
び
不
承
認
　
　
　
　
　
　
○

第
二
十
四
条
第
一
項
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
承
認
の
通
知
及
び
公
示
　
　
　
　
○

第
二
十
四
条
第
二
項
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
不
承
認
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
○

盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
名
称
等
の
変
更
届
出
書
の

第
二
十
五
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

受
理

第
二
十
五
条
第
三
項
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
名
称
等
の
変
更
の
公
示
　
　
　
　
○

盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
定
款
等
に
変
更
が
あ
っ
た

第
二
十
五
条
第
四
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

場
合
の
変
更
後
の
定
款
等
の
受
理

盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
業
務
規
程
又
は
情
報
管
理

第
二
十
五
条
第
五
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

規
程
の
変
更
の
認
可
及
び
不
認
可

盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
　
　
　
　
　
　
に

第
二
十
六
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

算
書
の
受
理

盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
計

第
二
十
六
条
第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

算
書
の
受
理

盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
対
す
る
報
告
又
は
資
料
の

第
二
十
六
条
第
三
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

提
出
の
要
求

公
安
委
員
会
規
則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

一
二

盗
品
売
買
等
防
止
団
体
に
対
す
る
是
正
又
は
改
善
の

第
二
十
七
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

勧
告

第
二
十
八
条
第
一
項
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
廃
止
届
出
書
の
受
理
　
　
　
　
　
○

第
二
十
八
条
第
三
項
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
廃
止
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
○

第
二
十
九
条
第
一
項
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
承
認
の
取
消
し
　
　
　
　
　
○

第
二
十
九
条
第
二
項
　
　
　
盗
品
売
買
等
防
止
団
体
の
承
認
の
取
消
し
の
公
示
　
　
　
　
○

」

改
め
、
同
表
十
九
の
項
中
１
を
２
と
し
、
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
　
道
路
法
施
行
令

道
路
上
へ
の
自
転
車
駐
車
場
の
設
置
に

（
昭
和
二
十
七
年
　
第
三
十
八
条
の

係
る
道
路
管
理
者
か
ら
の
意
見
聴
取
に
　
　
　
○

政
令
第
四
百
七
十
　
二
第
二
項

対
す
る
回
答

九
号
）

別
表
二
十
一
の
項
中
「
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
九
条
第
一
項
」
に
、

「

申
出
に
係
る
苦
情
の
処
理
の
方
針
の
決
定
　
　
　
　
　
○

第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
　
申
出
に
係
る
苦
情
の
処
理
の
結
果
の
文
書
に
よ
る
申
　
　
　
　
　
　
を

○

出
者
へ
の
通
知

」

「

申
出
に
係
る
苦
情
の
処
理
の
方
針
の
決
定
　
　
　
　
　
○

第
七
十
九
条
第
二
項
　
　
　
申
出
に
係
る
苦
情
の
処
理
の
結
果
の
文
書
に
よ
る
申

○
　
　

出
者
へ
の
通
知

抗
告
訴
訟
等
に
つ
い
て
県
を
代
表
し
て
行
う
裁
判
上
　
　
　
　
　
　
に

○

の
一
切
の
行
為
（
重
要
な
も
の
に
限
る
。
）

第
八
十
条

抗
告
訴
訟
等
に
つ
い
て
県
を
代
表
し
て
行
う
裁
判
上

○

の
一
切
の
行
為
（
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

」

改
め
、
同
表
二
十
七
の
項
中
「
第
十
八
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
、
「
第
十
八
条
の

二
第
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
１
中
「
第
十
七
条
の
二
の
二
」
を
「
第
十
八
条
第

二
号
及
び
第
三
号
」
に
、
「
措
置
」
を
「
関
係
公
安
委
員
会
へ
の
通
知
及
び
連
絡
」
に
改
め
、
同
表
三
十

二
の
項
中

「

第
二
十
三
条
第
一
項
　
　
　
訴
訟
参
加
の
申
立
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

第
二
十
三
条
第
二
項
　
　
　
裁
判
所
か
ら
の
意
見
聴
取
に
対
す
る
回
答
　
　
　
　
　
○

を

訴
訟
行
為
（
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九

第
二
十
三
条
第
三
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
準
用
）

」

「

取
消
訴
訟
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の
一
切
の
行
為
（
重

○

要
な
も
の
に
限
る
。
）

第
十
一
条
第
六
項

取
消
訴
訟
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の
一
切
の
行
為
（
重

○

要
な
も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
三
条
第
一
項
　
　
　
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
の
訴
訟
参
加
の
申
立
て
　
　
　
　
○

取
消
訴
訟
に
つ
い
て
の
裁
判
所
か
ら
の
意
見
聴
取
に

第
二
十
三
条
第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

対
す
る
回
答

取
消
訴
訟
に
参
加
し
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟
行
為
（

第
二
十
三
条
第
三
項
　
　
　
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
四
十
　
　
　
○

五
条
第
一
項
の
準
用
）

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
　
取
消
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の
提
出
の

○

第
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
要
求
に
対
す
る
措
置

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
　
取
消
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の
送
付
の

○

第
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
託
に
対
す
る
回
答

第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
　
取
消
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記
録
の
提
出
の

○

第
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
要
求
に
対
す
る
措
置

第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
　
取
消
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記
録
の
送
付
の

○

第
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
託
に
対
す
る
回
答

取
消
訴
訟
以
外
の
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の

一
切
の
行
為
（
重
要
な
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
一
　
○

条
第
六
項
の
準
用
）

第
三
十
八
条
第
一
項

取
消
訴
訟
以
外
の
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

一
三

一
切
の
行
為
（
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）
（
第
十
一
　
　
　
○

条
第
六
項
の
準
用
）

取
消
訴
訟
以
外
の
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
の
訴
訟
参
加

第
三
十
八
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

の
申
立
て
（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
準
用
）

取
消
訴
訟
以
外
の
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
の
裁
判
所
か

第
三
十
八
条
第
一
項
　
　
　
ら
の
意
見
聴
取
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
第
二
　
○

項
の
準
用
）

取
消
訴
訟
以
外
の
抗
告
訴
訟
に
参
加
し
た
場
合
に
お

第
三
十
八
条
第
一
項
　
　
　
け
る
訴
訟
行
為
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
　
　
　
○

用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
準
用
）

無
効
等
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料

第
三
十
八
条
第
三
項
　
　
　
の
提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（
第
二
十
三
条
の
二
　
　
　
○

第
一
項
第
一
号
の
準
用
）

無
効
等
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料

第
三
十
八
条
第
三
項
　
　
　
の
送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
の
二
　
　
　
○

第
一
項
第
二
号
の
準
用
）

無
効
等
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記
録

第
三
十
八
条
第
三
項
　
　
　
の
提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（
第
二
十
三
条
の
二
　
　
　
○

第
二
項
第
一
号
の
準
用
）

無
効
等
確
認
の
訴
え
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記
録

第
三
十
八
条
第
三
項
　
　
　
の
送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
の
二
　
　
　
○

第
二
項
第
二
号
の
準
用
）

当
事
者
訴
訟
に
つ
い
て
の
訴
訟
参
加
の
申
立
て
（
第

第
四
十
一
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

二
十
三
条
第
一
項
の
準
用
）

当
事
者
訴
訟
に
つ
い
て
の
裁
判
所
か
ら
の
意
見
聴
取

第
四
十
一
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
第
二
項
の
準
用
）

当
事
者
訴
訟
に
参
加
し
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟
行
為

第
四
十
一
条
第
一
項
　
　
　
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
　
　
　
○

訟
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
準
用
）

当
事
者
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の
提
出

第
四
十
一
条
第
一
項
　
　
　
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
　
　
　
○

第
一
号
の
準
用
）

当
事
者
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の
送
付

第
四
十
一
条
第
一
項
　
　
　
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
　
　
　
○

第
二
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の
一
切
の
行

○

為
（
重
要
な
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
一
条
第
六
項

の
準
用
）

第
四
十
三
条
第
一
項

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の
一
切
の
行

○

為
（
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）
（
第
十
一
条
第
六
項

の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

第
四
十
三
条
第
一
項
　
　
　
し
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
訴
訟
参
加
の
申
立
て
　
○

（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

第
四
十
三
条
第
一
項
　
　
　
し
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
裁
判
所
か
ら
の
意
見
　
○

聴
取
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
第
二
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
を
求
め
る
も
の
に
参
加
し
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟

第
四
十
三
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

行
為
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民

事
訴
訟
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の

第
四
十
三
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（
第
二
十
三
条
の
二
第
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一
四

一
項
第
一
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の

第
四
十
三
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
の
二
第

一
項
第
二
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記
録
の

第
四
十
三
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（
第
二
十
三
条
の
二
第

二
項
第
一
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記
録
の

第
四
十
三
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
に

送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
三
条
の
二
第

二
項
第
二
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の
一
切

の
行
為
（
重
要
な
も
の
に
限
る
。
）
（
第
三
十
八
条
　
○

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
六
項
の
準

用
）

第
四
十
三
条
第
二
項

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の
一
切

の
行
為
（
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）
（
第
三
十
八
条
　
　
　
○

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
六
項
の
準

用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
訴
訟
参
加
の
申

第
四
十
三
条
第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

立
て
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

二
十
三
条
第
一
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
裁
判
所
か
ら
の

第
四
十
三
条
第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

意
見
聴
取
に
対
す
る
回
答
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
二
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
参
加
し
た
場
合
に
お
け
る

第
四
十
三
条
第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

訴
訟
行
為
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
三
条
第
三
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資

第
四
十
三
条
第
二
項
　
　
　
料
の
提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（
第
三
十
八
条
第
　
　
　
○

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項

第
一
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資

第
四
十
三
条
第
二
項
　
　
　
料
の
送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（
第
三
十
八
条
第
　
　
　
○

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項

第
二
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記

第
四
十
三
条
第
二
項
　
　
　
録
の
提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（
第
三
十
八
条
第
　
　
　
○

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項

第
一
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
無
効

の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
記

第
四
十
三
条
第
二
項
　
　
　
録
の
送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（
第
三
十
八
条
第
　
　
　
○

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項

第
二
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消
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し
又
は
無
効
の
確
認
を
求
め
る
も
の
以
外
の
も
の
に

第
四
十
三
条
第
三
項

つ
い
て
の
訴
訟
参
加
の
申
立
て
（
第
四
十
一
条
第
一
　
○

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
又
は
無
効
の
確
認
を
求
め
る
も
の
以
外
の
も
の
に

第
四
十
三
条
第
三
項
　
　
　
つ
い
て
の
裁
判
所
か
ら
の
意
見
聴
取
に
対
す
る
回
答
　
○

（
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

三
条
第
二
項
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
又
は
無
効
の
確
認
を
求
め
る
も
の
以
外
の
も
の
に

第
四
十
三
条
第
三
項
　
　
　
参
加
し
た
場
合
に
お
け
る
訴
訟
行
為
（
第
四
十
一
条
　
　
　
○

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
三
項
の

準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
又
は
無
効
の
確
認
を
求
め
る
も
の
以
外
の
も
の
に

第
四
十
三
条
第
三
項
　
　
　
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の
提
出
の
要
求
に
対
す
　
　
　
○

る
措
置
（
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
準
用
）

民
衆
訴
訟
又
は
機
関
訴
訟
で
処
分
又
は
裁
決
の
取
消

し
又
は
無
効
の
確
認
を
求
め
る
も
の
以
外
の
も
の
に

第
四
十
三
条
第
三
項
　
　
　
お
け
る
裁
判
所
か
ら
の
資
料
の
送
付
の
嘱
託
に
対
す
　
　
　
○

る
回
答
（
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
準
用
）

処
分
等
の
存
否
等
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
の

第
四
十
五
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

訴
訟
参
加
の
申
立
て
（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
準
用
）

処
分
等
の
存
否
等
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
の

第
四
十
五
条
第
一
項
　
　
　
裁
判
所
か
ら
の
意
見
聴
取
に
対
す
る
回
答
（
第
二
十
　
○

三
条
第
二
項
の
準
用
）

処
分
等
の
存
否
等
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
参
加
し
た

第
四
十
五
条
第
二
項
　
　
　
場
合
に
お
け
る
訴
訟
行
為
（
民
事
訴
訟
法
第
四
十
五
　
　
　
○

条
第
一
項
の
準
用
）

処
分
等
の
存
否
等
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
裁

第
四
十
五
条
第
四
項
　
　
　
判
所
か
ら
の
資
料
の
提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（

○

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
準
用
）

処
分
等
の
存
否
等
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
裁

第
四
十
五
条
第
四
項
　
　
　
判
所
か
ら
の
資
料
の
送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（

○

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
準
用
）

処
分
等
の
存
否
等
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
裁

第
四
十
五
条
第
四
項
　
　
　
判
所
か
ら
の
記
録
の
提
出
の
要
求
に
対
す
る
措
置
（

○

第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
準
用
）

処
分
等
の
存
否
等
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
裁

第
四
十
五
条
第
四
項
　
　
　
判
所
か
ら
の
記
録
の
送
付
の
嘱
託
に
対
す
る
回
答
（

○

第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
準
用
）

第
四
十
六
条
　
　
　
　
　
　
取
消
訴
訟
等
の
提
起
に
関
す
る
事
項
の
教
示
　
　
　
　
　
　
○

」

改
め
、
同
表
中
六
十
三
の
五
の
項
を
六
十
三
の
六
の
項
と
し
、
六
十
三
の
四
の
項
を
六
十
三
の
五
の
項
と

し
、
六
十
三
の
三
の
項
を
六
十
三
の
四
の
項
と
し
、
六
十
三
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
十
三
の
三
　
個
人
情
報
　
　
　
　
　
　
　
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
国
家
公
安
委

の
保
護
に
関
す
る
法
律
　
　
　
　
　
　
　
　
員
会
が
主
務
大
臣
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

（
平
成
十
五
年
法
律
第
　
第
三
十
二
条
　
　
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
　
　
　
○

五
十
七
号
）

の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
報
告

の
徴
収

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
対
す
る
個
人

第
三
十
三
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
助
言

第
三
十
四
条
第
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
対
す
る
是
正

○

一
項
　
　
　
　
　
の
勧
告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

一
六

第
三
十
四
条
第
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
対
す
る
是
正

○

二
項
　
　
　
　
　
の
勧
告
に
係
る
措
置
命
令

第
三
十
四
条
第
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
対
す
る
是
正

○

三
項
　
　
　
　
　
の
措
置
命
令

認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
（
国
家
公
安

第
三
十
七
条
第
　
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
事
業
を
目

○

一
項
　
　
　
　
　
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
認
定

第
三
十
七
条
第
　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
認
定
の
公

○

三
項
　
　
　
　
　
示

第
四
十
条
第
一
　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
認
定
業
務

○

項
　
　
　
　
　
　
の
廃
止
の
届
出
の
受
理

第
四
十
条
第
二
　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
認
定
業
務

○

項
　
　
　
　
　
　
の
廃
止
の
公
示

第
四
十
六
条
　
　
認
定
業
務
に
関
す
る
報
告
の
徴
収
　
　
　
　
　
○

認
定
業
務
に
関
す
る
実
施
の
方
法
の
改

第
四
十
七
条
　
　
善
、
個
人
情
報
保
護
指
針
の
変
更
そ
の
　
　
　
○

他
の
措
置
命
令

第
四
十
八
条
第
　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
認
定
の
取

○

一
項
　
　
　
　
　
消
し

第
四
十
八
条
第
　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
認
定
の
取

○

二
項
　
　
　
　
　
消
し
の
公
示

１
　
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
　
　
　
　
　
　
　
　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
認
定
に
係

施
行
令
（
平
成
十
　
第
九
条
第
三
項
　
る
申
請
書
等
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
　
　
　
○

五
年
政
令
第
五
百
　
　
　
　
　
　
　
　
出
の
受
理

七
号
）

別
表
八
十
一
の
二
の
項
中

「

公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
の
権
利
利
益
を
不
当
に

第
七
条
第
一
号
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
を

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
職
の
定
め

」

「

出
資
法
人
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

第
七
条
第
一
号
ハ
　
　
　
　
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
の
権
利
利
益
を
不
当
に
　
　
　
　
　
　
に
、

○

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
職
の
定
め

」

「

第
二
十
七
条
　
　
　
　
　
　
情
報
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
推
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

を

第
二
十
九
条
第
一
項
　
　
　
出
資
法
人
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

」

「

第
二
十
七
条
　
　
　
　
　
　
情
報
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
推
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
に
」

改
め
る
。

別
表
八
十
一
の
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
十
一
の
四
　
香
川
県
犯
　
第
十
四
条
第
三

罪
の
な
い
安
全
で
安
心
　
項
、
第
十
六
条

指
針
の
策
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

な
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
　
第
二
項
及
び
第

例
（
平
成
十
七
年
香
川
　
十
七
条
第
二
項

県
条
例
第
五
十
二
号
）

指
針
を
策
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

○

け
る
市
町
長
か
ら
の
意
見
聴
取

指
針
の
変
更
（
軽
易
な
も
の
を
除
く
。
）

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
市
町
　
○

長
か
ら
の
意
見
聴
取

指
針
の
変
更
（
軽
易
な
も
の
に
限
る
。
）

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
市
町
　
　
　
○

長
か
ら
の
意
見
聴
取

指
針
を
策
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

け
る
県
民
及
び
事
業
者
の
意
見
を
反
映
　
○



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

（
第
九
三
二
三
号
）

一
七

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

指
針
の
変
更
（
軽
易
な
も
の
を
除
く
。
）

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
県
民

○

及
び
事
業
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
措
置

指
針
の
変
更
（
軽
易
な
も
の
に
限
る
。
）

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
県
民

○

及
び
事
業
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
措
置

指
針
を
策
定
し
た
場
合
に
お
け
る
公
表
　
○

指
針
の
変
更
（
軽
易
な
も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
一
条
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

を
し
た
場
合
に
お
け
る
公
表

二
項

指
針
の
変
更
（
軽
易
な
も
の
に
限
る
。
）

○

を
し
た
場
合
に
お
け
る
公
表

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者
の

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
　
名

維
新
政
党
・
新
風
香
川
県
本
　
金
森
　
治
良
　
　
金
森
　
治
良
　
　
高
松
市
川
島
本
町
三
七
七
―
一

部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

中
村
勝
利
後
援
会
　
　
　
　
　
中
村
　
勝
利
　
　
国
近
　
栄
二
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
安
田
甲
五
―

七

松
浦
正
昭
後
援
会
　
　
　
　
　
小
野
彦
之
烝
　
　
大
林
　
　
茂
　
　
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
二
四
〇
六

―
五

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称
　
　

異
動
事
項
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

自
由
民
主
党
香
川
県
観

自
由
民
主
党
香
川
県
観
音
　
政
治
団
体
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
由
民
主
党
香
川
県
三
豊

音
寺
市
選
挙
区
第
一
支

寺
市
選
挙
区
第
一
支
部
　
　
名
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
第
二
選
挙
区
第
一
支
部

部

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
　

異
動
事
項
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

明
日
の
坂
出
を
創
る
会
　
　
会
計
責
任
者
の
　
三
木
勝
太
郎
　
　
　
　
　
久
保
　
法
夫

氏
　
　
　
　
名

香
川
県
自
動
車
整
備
政
治
　
会
計
責
任
者
の
　
古
川
　
泰
雄
　
　
　
　
　
立
岩
　
　
武

連
盟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
　
　
名

香
川
県
珠
算
普
及
政
治
連
　
会
計
責
任
者
の
　
福
田
ハ
ル
ミ
　
　
　
　
　
大
喜
多
伴
子

盟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
　
　
名

香
川
県
地
域
産
業
研
究
会
　
会
計
責
任
者
の
　
山
西
　
靖
彦
　
　
　
　
　
河
野
　
謙
司

氏
　
　
　
　
名

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

第
二
十
一
条
第

一
項



平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）
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川
　
　
県
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平
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十
八
年
三
月
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（
第
九
三
二
三
号
）

一
八
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尾
幸
男
後
援
会
　
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
宮
本
　
正
良
　
　
　
　
　
豊
島
　
正
範

谷
本
サ
ク
ミ
後
援
会
　
　
　
主
た
る
事
務
所
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
下
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
下
高

の
所
在
地
　
　
　
高
岡
一
六
四
七
　
　
　
　
岡
一
九
四
九
―
二

会
計
責
任
者
の
　
谷
本
サ
ク
ミ
　
　
　
　
　
出
井
　
　
淳

氏
　
　
　
　
名

古
市
弘
後
援
会
　
　
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
古
市
レ
イ
コ
　
　
　
　
　
多
田
　
　
栄

会
計
責
任
者
の
　
古
市
レ
イ
コ
　
　
　
　
　
多
田
　
　
栄

氏
　
　
　
　
名

三
宅
正
瞭
後
援
会
　
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
久
保
　
武
好
　
　
　
　
　
横
田
　
　
漠

会
計
責
任
者
の
　
三
木
勝
太
郎
　
　
　
　
　
久
保
　
法
夫

氏
　
　
　
　
名

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

大
西
毅
後
援
会

た
か
ま
つ
２１
世
紀
の
会

藤
川
譲
二
を
励
ま
す
会

山
本
よ
し
た
か
後
援
会

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
消
し
の
届
出
の
あ
っ
た
　
　
　
　

公
職
の
種
類

届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
金
管
理
団
体
の
名
称

藤
川
　
譲
二
　
　
　
　
　
　
　
国
分
寺
町
議
会
議
員
　
　
藤
川
譲
二
を
励
ま
す
会

山
本
　
良
隆
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
議
会
議
員
　
　
　
た
か
ま
つ
２１
世
紀
の
会


